
平成 31年度旅行商品開発支援事業委託業務公募型プロポーザル
の審査結果について

1 審査

企画提案書の提出があった４社については、資格要件を満たしており、審査委員会によ

るプレゼンテーション及び質疑応答を実施した。

・日時：令和元年５月 10日（金） 13時 10分から 17時 00分まで
・場所：高知県庁西庁舎 7階 高知海区漁業調整委員会室（高知市丸ノ内 1丁目 7番 52号）

2 審査項目及び方法

審査項目と配点

（１）事業目的への理解 （10点）

（2）業務実施体制 （10点）

（3）業務の計画及び実施方法 （40点）

（4）企画立案内容 （30点）

（5）経費見積価格の妥当性 （10点）

審査方法は、プレゼンテーション及び質疑応答に基づいて各審査委員が審査（採点）を

行った後、審査委員全員の採点を合計し、審査委員会が下記の者を候補者、次点者として

選定した。

候補者 株式会社リクルートライフスタイル 総合得点 ３８６点

次点者 Ａ社 総合得点 ３８２点

３ 位 B社 総合得点 ３８０点

４ 位 C社 総合得点 ３５０点

※審査委員５人の合計点数（500点満点）

３ 審査委員の主な意見

・自社 OTAを持ちスピード感が期待できる
・将来的なインバウンドを見据えた対策も持っている

・これまでの様々な受託事業のノウハウを生かした提案となっている

・モニターツアーの実施前後での評価は有意義と思われる

審査員１名当たり

100点×5名（計 500点）


